
様式Ａ 

 申 請 に対 する処 分 の審 査 基 準 ・標 準 処 理 期 間 （個 票 ）  

 
所管部署： 福祉部 介護福祉課 

(  保険料係 ) 

根拠区分 条例 ・ 規則 

許認可等の名称 介護保険料の減免 

根拠条例・規則の名

称／条項 
奈良市介護保険条例第１０条第１項・第２項 

処分権者 
奈良市長 

                                

審査基準 

介護保険料の減免は、次の基準により決定する。 

・奈良市介護保険条例第１０条第１項・第２項 

・奈良市介護保険料減免取扱要綱 

 

（関連条文） 

【奈良市介護保険条例】 

第10条 市長は、次のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料

を減免することができる。 

(１) 第１号被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災

害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 

(２) 主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長

期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 

(３) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等

により著しく減少したこと。 

(４) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他

これに類する理由により著しく減少したこと。 

(５) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。 

２ 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により徴収されて

いる保険料については納期限前７日までに、特別徴収の方法により徴収されている保険料につ

いては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 第１号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所 

(２) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対

象年金給付の支払に係る月 

(３) 減免を受けようとする理由 

 

管理 No． 申１００ 
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【奈良市介護保険料減免取扱要綱】 

  （目的） 

第 1条 この要綱は、奈良市介護保険条例（平成１２年奈良市条例第１３号。以下「条例」とい

う。） 第１３条の規定に基づき、条例第１０条に規定する保険料の減免の取扱いについて必要

な事項を定めることを目的とする。 

  （減免の要件及び減免額等） 

第 2条 条例第１０条第１項に該当する者に対する保険料の減免措置の要件、減免額、減免の適

用期間及び提出書類は、別表のとおりとする。 

２  条例第１０条第１項各号の２以上の要件に該当するときは、減免額が最も多くなる要件を適

用する。 

  （適用除外） 

第 3条 納期限が経過した期別保険料及び既に納付された期別保険料については、減免の措置は

行わない。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。 

  （減免の申請期間） 

第 4条 保険料の減免の申請は、理由発生月（条例第１０条第１項各号のいずれかに該当するに

至った日の属する月をいう。） から起算して１２月以内に行わなければならない。 

２  保険料の減免の適用期間が翌年度にわたる場合における減免の申請は、翌年度の７月１０日

までに再度行わなければならない。 

  

別表（第２条関係） 

介護保険料の減免の要件（介護保険条例第１０条第１項） 

１号  第１号被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類

する災害により、住宅、家財又その他の財産について著しい損害を受けたこと。 

２号  主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若し

くは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 

３号  主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、

失業等により著しく減少したこと。 

４号  主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁

その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

５号  前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。 

      （対象となる者は第１号被保険者） 

 (1)譲渡所得の全部又は一部を債務弁済又は自己の居住用資産の購入に充てた場合

において、当該債務弁済等に充てた譲渡所得があることにより、当該債務弁済等

に充てた譲渡所得がなかったとした場合の保険料率よりも高額の保険料率の適

用を受けたとき。 

(2)その他市長が必要と認める者 

 ア  本市に住所を有し、海外渡航した者（ただし、海外渡航期間は１年以上とす

る。） 
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イ  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第６３条の適用を受けることとなっ

た者 

ウ  条例第４条第１項第１号に該当する者（生活保護を受けている者を除く。）

又は同項第２号若しくは第３号に該当する者で、奈良市外国人高齢者特別給付

金支給要綱（平成６年奈良市告示第３５８号）に基づく給付金の支給を受けて

いる者 

エ  条例第４条第１項第１号に該当する者（生活保護を受けている者を除く。）

又は同項第２号若しくは第３号に該当する者で、保険料の賦課期日現在のすべ

ての世帯員の前年の収入金額の合計額が６０万円（世帯員の数が２人以上であ

る場合にあっては世帯員１人を除いた世帯員１人につき２５万円を加算した

額）以下である世帯に属し、次の条件（オにおいて「条件」という。） のいず

れにも該当するもの 

（1） 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計

を共にしていないこと。 

（2） 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者の税法

上の被扶養者になっていないこと。 

（3） 申請日における当該世帯の預貯金の合計額が１２０万円（世帯員の数が

２人以上である場合にあっては世帯員１人を除いた世帯員１人につき５

０万円を加算した額）以下であること。 

（4） 自助努力をしても、なお生活が困窮していること。 

オ  条例第４条第１項第２号又は同項第３号に該当する者で、保険料の賦課期日

現在のすべての世帯員の前年の収入金額の合計額が１２０万円（世帯員の数が

２人以上である場合にあっては世帯員１人を除いた世帯員１人につき５０万

円を加算した額）以下である世帯に属し、条件のいずれにも該当するもの 

カ  その他 

《備 考》 １ 減免額に１００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

        ２ 「長期間入院」とは、一般病院に３月以上入院が見込まれる場合をいう。 

          ３ 「失業」とは、解雇（勤務先の都合によるものをいい、自己の責めに帰すべき 

理由によるものを除く。）により職を失った状態にあることをいう。（早期退職 

優遇制度若しくは定年又は雇用契約期間満了による退職を含まない。） 

 

 

 

 

 

標準処理期間 

 
未設定 

最終更新日  平成３１年 ３月 １日更新 

 


